
～道路維持管理費の縮減の取り組み【第１弾】～

本日よりトンネル照明の調光・減灯の試行を始めます
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お問い合わせ先

富山河川国道事務所

副所長（技術） 川岸 弘昌

富山河川国道事務所では、道路の維持管理に係る費用を削減するための様

々な取り組みを進めております。

トンネルの調光や道路照明の減灯等を予定しており、トンネル照明の調光・減

灯について、実施の準備が完了しましたので、試行を開始します。

試行については、実施中に地域の皆様や道路利用者の皆様にご意見を伺う

予定としており、見直しも含めて検討していきたいと考えております。

トンネルに入る前に必ずライトを点灯するなど、ルールを守っての通行をお願い

します。

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

減灯又は調光

【実施箇所】

国道４７０号 能越自動車道
（高岡インター～氷見北インター間の全トンネル）

高岡五十里トンネル、海老坂トンネル、神代トンネル、

正保寺トンネル、中尾山トンネル、恵比寿山トンネル

■参考 減灯によるコスト削減額 年間約１００万円（見込み）

■照明灯の減灯イメージ
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